
適用となる区域
（景観計画区域に指定されていない区域）

適用除外の区域

1
亀川・大分空港間
　　沿道環境美化地区

（国道１０号～国道２１３号沿い）
別府市、杵築市、国東市、日出町

元．３．２７
約３５km

道路側端から20mの範囲

2
賀来・滝瀬間
　　沿道環境美化地区

（県道大分挾間線～国道２１０号沿い）
由布市（景観計画区域を除く区域）、九重町、
玖珠町

（県道大分挾間線～国道２１０号沿い）
大分市

元．１２．２５
約５８km

道路側端から20mの範囲

3
犬飼・菅生間
　　沿道環境美化地区

（国道５７号沿い）
竹田市、豊後大野市

３．３．２５
約４７km

道路側端から20mの範囲

4
上戸次・宗太郎峠間
　　沿道環境美化地区

（国道１０号沿い）大分市、佐伯市、臼杵市、
豊後大野市

３．３．２５
約６３km

道路側端から20mの範囲

5
日出・中津バイパス間
　　沿道環境美化地区

（国道１０号沿い）
中津市、杵築市、宇佐市、日出町

３．３．２５
約５４km

道路側端から20mの範囲

6
九州横断自動車道長崎大分線

　　沿道環境美化地区
由布市（景観計画区域を除く区域）、九重町、
玖珠町

大分市、別府市、日田市、日出町 ７．３．３１ １５．３．３１
約１０３km

道路の区域から20mの範囲

7
宇佐別府道路
　　沿道環境美化地区

別府市、杵築市、宇佐市、日出町 ７．３．３１
約３１km

道路の区域から20mの範囲

8
大分空港道路及び日出バイパス

　　沿道環境美化地区
杵築市、国東市、日出町 ７．３．３１ １５．３．３１

約３２km
道路の区域から20mの範囲

9
東九州自動車道
　　沿道環境美化地区

津久見市 大分市、臼杵市 １５．３．３１
約２７km

道路の区域から20mの範囲

10
中津・天瀬間
　　沿道環境美化地区

（国道２１２号沿い）
中津市、日田市

１６．３．３１
約７５km

道路側端から20mの範囲

11
宇目・犬飼間
　　沿道環境美化地区

（国道３２６号沿い）
佐伯市、豊後大野市

１６．３．３１
約３９km

道路側端から20mの範囲

12
大分・久住間
　　沿道環境美化地区

（国道４４２号、県道４１２号及び県道３０号沿い）
大分市、竹田市、豊後大野市

１６．３．３１
約５１km

道路側端から20mの範囲

1
守江湾
　　沿道景観保全地区

（２１３号沿い）
杵築市

元．３．２７ 約９３１ha

2
由布院盆地
　　沿道景観保全地区

（国道２１０号沿い）
由布市

元．１２．２５ 約４８８ha

3
菅生
　　沿道景観保全地区

（国道５７号沿い）
竹田市

３．３．２５ 約５６６ha

4
甲尾山周辺
　　沿道景観保全地区

（国道１０号沿い）
杵築市

３．３．２５ 約８４０ha

※　沿道景観条例の適用となる区域（景観計画区域に指定されていない区域）
・ 津久見市全域
・ 由布市（景観計画区域を除く区域）
・ 九重町全域
・ 玖珠町全域

※　豊後高田市は当条例の指定区域なし
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大分県沿道の景観保全等に関する条例で指定されている地域
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又は面積


